
 
日仏社会保障協定発効時においてフランスの健康保険証を

所持していなかった方の手続きについて 
 

１．対象となる方 

  日仏協定発効以前よりフランスへ一時派遣されていた方のうち、次のいず

れかに該当する方は、フランスの健康保険証（カルテ）の返還が２００７年

７月以降であっても特例的に２００７年６月１日に遡ってフランス制度の

加入が免除されます。 
◆２００７年６月２０日以前にカルテを交付されていなかった方 

◆カルテを紛失していて、６月中にカルテを返還できなかった方 

   ※ただし、６月１日以降にカルテを使用した方は、含まれません。 
 
２．必要な手続き 

  上記１に該当する方及びその事業主の方は、適用証明書交付申請に関する

手続きを行ってください。なお、手続きの流れは、基本的にこれまでお知ら

せしているものと同様ですが、以下の（１）～（３）の場合に応じて、特別

な取扱いがありますので、ご留意ください。 

 

（１）フランス制度の脱退手続きをこれから行う場合 

ア．被保険者は、医療保険一次金庫（金庫）へ赴き、協定発効時において

カルテを交付されていなかった理由を説明してください。（カルテを

所持していない方については、移行期間付帯文書のみを提出してくだ

さい。） 

イ．金庫が移行期間付帯文書に遡ってフランス制度の加入が免除となる旨

を証明するので、被保険者は、金庫より渡された移行期間付帯文書に

付記されたフランス語の証明に日本語訳を記入し、署名又は捺印して

ください。 

ウ．日本の事業主は、適用証明書交付申請書を以下のように記入のうえ、

提出してください。（申請書記入例参照） 

  －就労形態欄は、その他（協定第９条該当）に○印 

  －「➉フランス健康保険証の返還日」欄には、金庫が証明した日 

  －備考欄には「２００７年６月末時点において、フランスの健康保険

証が未交付であった」（例） 

 

（２）すでに適用証明書を交付されている方で、カルテ返還月とフランス制度

脱退月が異なっている場合 



ア．社会保険庁から事業主へ以前社会保険事務所に提出いただいた移行期

間付帯文書（写）を送付します。 
イ．移行期間付帯文書の欄外の金庫によるフランス語の証明に日本語訳を

記入し、署名又は捺印のうえ、（１）ウと同じように申請書を作成の

うえ、提出してください。 
ウ．日本の被保険者記録の訂正の要否を確認してください。確認の結果、

協定の適用調整により、２００７年６月以降の被保険者資格を喪失し

ている場合は、社会保険事務所へ適用証明書の交付申請と併せて被保

険者資格に関する届出の訂正依頼を行ってください。 
 

（３）すでに適用証明書を交付されている方で、カルテ返還月とフランス制度

脱退月が異なっていない場合 

ア．被保険者は、再度金庫へ赴き協定発効時においてカルテを交付されて

いなかった理由を説明し、移行期間付帯文書に、フランス社会保障制

度の遡り免除を認めてもらう旨の証明をもらいます。 
   イ．（１）イ、（１）ウ、（２）ウと同じ取扱いになります。 
 

 （参考）協定発効時における適用証明書交付申請手続きの流れ 

被保険者 事業主 社会保険事務所 ﾌﾗﾝｽ金庫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ※太字部分が、今回の特例対象者に必要となる特例的な手続き 

Vitale 
➀金庫にて事情を説明しカルテ返還（カルテのない者は移行期間付帯文書のみ提出） 

⑴⑶の場合

移行期間付帯文書 

➂日本語訳付記・署名又は捺印 

・送付 

適用証明書交付

申請書 

移行期間付帯文書 

事業主確認用紙 

移行期間付帯文書

➃申請 

➄適用証明書作成・

交付 

適用証明書 
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6/1 遡り免除

となる旨の証

明が付記され

たもの 

⑴アのように申請書記入 

⑵の場合は、庁より移行期間

付帯文書を送付 

➅被保険者

へ渡す 
➆フランスの事

業主へ適用証明

書を提出する 

 

➁6/1に遡り免除となる旨を移行期間付帯文書に附記し交付 






